
　

鳥取県中山間集落見守り活動支援事業の流れ

（ 協定書の締結に向け、協議を開始 ）

事業者、市町村、県の間で協定書締結

窓口の設置
報告を受け、その対応

　※必要に応じて、申込企業と
　　市町村との、協定書の内容
　　検討に協力

  ※県ＨＰにより紹介

報告

鳥  取  県 市  町  村

 見守り活動事業制度の
 周知

団体・事業者

協定の締結

見守り活動の開始

 事業参加の申込み
 

 事業取組み参加の申込み
　

 申込書の受理
 マッチング

見守り活動内容、範囲の
協議、決定
対象地域・世帯を確認

見守り活動の内容・範囲
の確認

協 議

合 意

※県ＨＰで協定状況をＰＲ ※市町村ＨＰで協定状況を
　告知

 県のＨＰでその活動内容をＰＲ

（ 異常等の報告 ）


